
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証書貸付金借入申込書記入例① 

❶借入申込人の雇用形態を記入します。 
※1.正会員 2.役員以外の会員は、前年度

正会員積立金残高の範囲内での貸付とな

ります。 
 
❷毎年9月1日現在で連盟へ報告している

標準給与を記入します。 

 

❸借入限度額は、標準給与×12 か月（10 万

円未満切上）した金額を記入します。 

最高限度額は 500 万円 

≪計算≫ 

220 千円×12 か月＝2,640 千円 

(10 万円未満切上)→限度額：2,700 千円 

 

❹5 月末正会員積立金残高を記入します。

団体へ毎年 7 月に送付している【正会員積

立金残高通知書】で確認できます。 

 

❺借入限度額を借入する場合、または償還

完了前に定年（任期）期日が到来する場合

は【委任状】を添付します。 

 

❻( 新規借入額 ＋ 既借入残高額 ) が当

該会員の5月末正会員積立金残高の範囲内

か範囲を超えるかが基準となります。 

・範囲内のときは、連帯保証人は不要 

・範囲を超えるときは、次のとおり連帯保

証人が必要（連盟会員とする） 

 新規借入額 200 万円未満・・・1 名 

   〃   200 万円以上・・・2 名 

 ※保証限度額 

  当初貸付保証額 600 万円以下 

 ※同一世帯の連帯保証人は不可 

 

❼毎月 20 日締切・26 日実行ですが、早期

実行希望の方は、☑を記入し、実行希望日

を記入します。 

 

❽書替（相殺）借入をする場合は、相殺す

る貸付番号を記入します。 

委任状の添付 

借入限度額を借入する場合、または償還完了前に定年（任

期）期日が到来する場合は、委任状を提出してください。 
 
【様式 No.08-024】 
 借入申込人が岩手県共済会加入者の場合 
 
【様式 No.08-025】 
 借入申込人が常勤役員退任積立共済制度加入者の場合 

 

【様式 No.08-026】 
 借入申込人全員 

 ※こちらは内容確認後、団体へ戻しますので、団体で保管して

ください。 

  （当連盟は写しで保管） 
 
教育資金据置貸付の場合は、教育資金使途証明書（様式

No.08-016）に合格通知書（写）を添付。P66 を参照。 
 
災害貸付の場合は、罹災証明書。 
※必要に応じてその他書類を求めることがあります。 
 

記入の方法 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⓫借入金額に応じて収入印紙を添付しま

す。消印を押してください。 

※収入印紙については、P59 を参照。 

 

⓬金額の訂正はできません（訂正印不可）

 

⓭利率 2.0％と記入します。 

 ※災害資金の場合は 0.5％ 

 

⓮日付は記入しないでください。貸付実行

後に当連盟で記入します。 

証書貸付金借入申込書記入例② 

❾決裁日を記入します。 

 

❿必要事項を記入し、必ず代表者印を押し

てください。 

記入の方法 


